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                               庁 中 一 般 

                               各 出 先 機 関 

 

白川町国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱を次のように定める。 

 

令和７年１２月２５日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

 

   白川町国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、国民健康保険税の滞納世帯に係る特別療養費の取扱いについて、国民健

康保険法及び国民健康保険法施行令並びに国民健康保険法施行規則に定めのあるもののほか、

必要な事項を定めることを目的とする。 

 （用語） 

第２条 この要綱で使用する用語は、次のとおりとする。 

 (1) 法 国民健康保険法（昭和３３年１２月２７日法律第１９２号） 

 (2) 政令 国民健康保険法施行令（昭和３３年１２月２７日政令第３６２号） 

 (3) 省令 国民健康保険法施行規則（昭和３３年１２月２７日厚生省令第５３号） 

 (4) 資格確認書 岐阜県国民健康保険資格確認書 

 (5) 資格確認書（特別療養） 岐阜県国民健康保険資格確認書（特別療養） 

 (6) 保険税 国民健康保険税 

 （特別療養費の支給対象） 

第３条 町長は、保険税を滞納している世帯主に対して納付に資する取組を行ってもなお当該

保険税が納付されない場合において、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する被保険者

が保険医療機関等から療養等を受けたときは、法第５４条の３第１項又は第２項の規定によ

り療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。 

 (1) 特別の事情がなく、当該保険税の納期限から省令で定める期間が経過しても納付がない

世帯 

 (2) その他町長が必要と認めた世帯 

２ 前項各号に規定する世帯に属する被保険者のうち、１８歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの間にある被保険者及び次の各号のいずれかに該当する被保険者（以下「原爆一般

疾病医療費の支給等受給者」という。）は、特別療養費の適用除外とする。 

 (1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）による一般疾病

医療費の支給を受けている者 

 (2) 政令第２９条の２第８項又は省令第２７条の１２に定める医療に関する給付を受けてい

る者 

 (3) 公費負担医療受給者 

 (4) 白川町単独医療費助成制度適用者 

 （特別療養費の支給予告通知） 

第４条 町長は、特別の事情等がないにもかかわらず、納付に資する取組を行ってもなお長期

にわたり当該保険税を納付しない保険税滞納世帯の世帯主に対して、省令第２７条の４の４

第１項の規定に基づき国民健康保険特別療養費支給予告通知書（様式第１号）を交付するも

のとする。 

 （弁明の機会の付与） 



第５条 町長は、前条の規定により特別療養費支給予告通知を行う場合は、世帯主に対して、

提出期限を付した上で特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給受給者に関する届書兼弁明書

（様式第２号。以下「弁明書」という。）により弁明の機会を付与するものとする。 

２ 世帯主は、前項の規定により弁明書を提出する場合は、その事実を証する書類を併せて提

出するものとする。 

３ 第１項の規定により世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合、町長はこれを

受付し、弁明の内容を審査するものとする。 

 （特別の事情等の届出） 

第６条 町長は、第４条の規定により特別療養費支給予告通知を行う場合において、原爆一般

疾病医療費の支給等受給者又は政令第２８条の６に規定する特別の事情がある場合は、弁明

書に、その事実を証する書類を添えて届出するよう世帯主に求めるものとする。 

２ 世帯主から前項の規定による弁明書の提出があった場合、町長は内容を確認した上で受理

するものとする。 

 （特別療養費支給に係る事前通知） 

第７条 町長は、第４条の通知にもかかわらず当該保険税を引き続き滞納する世帯について、

第５条の規定による弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定され

ている当該処分が正当であると認められる場合は、当該保険税滞納世帯主に対し、法第５４

条の３第３項の規定に基づき特別療養費の支給に係る事前通知書（様式第３号）を、世帯主

あてに交付するものとする。 

 また、第６条による弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定され

ている当該処分が正当であると認められる場合は、特別療養費の事前通知を行うこと。 

 （資格確認書返還請求） 

第８条 町長は、前条の規定により通知を行うときは、併せて、省令第２７条の５の２第１項

の規定により当該保険税滞納世帯主に対し、当該保険税滞納世帯主と同一の世帯に属する被

保険者に係る資格確認書の返還（以下「返還請求」という。）を求めるため岐阜県国民健康

保険資格確認書返還請求通知書（様式第４号）を交付するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により資格確認書が返還された場合（省令第２７条の５の２第３項に

基づくみなし返還を含む。）は、保険税滞納世帯主に対し、特別療養費の対象者に係る国民

健康保険被保険者（特別療養費対象）資格確認書（省令様式第１号の６の５）を交付するも

のとする。 

 （特別療養費から療養の給付等への切り替え） 

第９条 特別療養費の支給対象世帯のうち、世帯主又は世帯に属する被保険者が、次の各号の

いずれかに該当する場合において、町長は療養の給付等に係る事前通知書（様式第５号）を

世帯主あてに交付し、次の被保険者に対して療養の給付等を行うものとする。 

 (1) 当該世帯に属する被保険者にあっては、次のいずれかの事由に該当する場合 

  ア 世帯主が滞納している保険税を完納した場合 

  イ 政令第２８条の７の規定により世帯主の滞納保険税が著しく減少した場合 

  ウ 世帯主が政令第２８条の６に規定する特別の事情に該当し、第５条による届出があっ

た場合 

  エ 世帯主が第６条第２項の規定により提出された弁明書を審査した結果、町長が納付困

難であることを認定した場合 

  オ その他、町長が特に必要があることを認定した場合 

 (2) 原爆一般疾病医療費の支給等受給者となった被保険者から第５条による届出があり、町

長が受理した場合 

 （保険給付の一時差止め） 

第１０条 法第６３条の２第１項又は第２項の規定により、現金給付による保険給付の全部又

は一部の支払の差止めを決定した世帯主に対し、差し止める保険給付が生じたとき、町長は

その給付の支出決定後にその給付の全部又は一部の差止めについて国民健康保険給付差止通

知書（様式第６号）を、世帯主あてに交付するものとする。 



２ 前項の通知を行う場合においては第６条第１項の規定を準用する。 

 （保険給付の一時差止めの解除） 

第１１条 法第６３条の２第１項又は第２項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止め

られた世帯主が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合、町長は当該差止めを解除し、

国民健康保険給付差止解除通知書（様式第７号）を、世帯主あてに交付するものとする。 

 (1) 当該差止めに係る滞納保険税の額が、完納又は各納付月の納期限から１年６月未満とな

った場合 

 (2) 町長が第６条第２項の規定による受理をした場合 

 （保険給付の一部差止めからの滞納保険税額の控除） 

第１２条 法第６３条の２第３項の規定により、町長は一時差止めしている保険給付の額から

滞納している保険税額を控除するときは、あらかじめ、国民健康保険給付充当通知書（様式

第９号）を、世帯主あてに送付するものとする。 

 （補則） 

第１３条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年１月１日から施行する。 

 

 

  



様式第１号（第４条関係） 

                                  年  月  日 

 

（世帯主）       様 

                               白川町長        

 

国民健康保険特別療養費支給予告通知書 

 

 あなたには、催告書を通じて国民健康保険税の滞納分の完納をお願いするとともに、納付が

困難な事情がある場合には納付相談が可能である旨をお知らせしてきましたが、現在のところ

まだ完納されておりません。このまま滞納が続いた場合、法律の規定に基づき「特別療養費の

支給」「財産の滞納処分」を行う予定です。 

つきましては、指定期日までに滞納分を納付するよう催告します。なお、指定期日までに完

納できない場合は納税相談を受け付けておりますので、下記の来庁・問合せ先にお越しくださ

い。 

 また、別紙「国民健康保険特別療養費について」に記載されている条件に該当する場合には、

指定期日までに同封の「特別の事情・原爆一般疾病医療等受給者に関する届書兼弁明書（様式

第２号）」の提出が必要となります。届け出の際には、事実確認のための書類等とともに、下

記の来庁・問合せ先までご持参ください。 

 

   未納となっている国民健康保険税 

    年  期分 ～  年  期分        円 

 

 

   指定期日     年  月  日 

 

※何らかの事情で来庁できない場合は、必ず、期日までに問合せ先へ電話連絡をお願いします。 

※既に社会保険に加入している方は、国民健康保険の資格喪失の手続きをしてください。 

※本状到着前に納税された場合は、行き違いですのでご了承ください。 

 

 

 

                          来庁・問合せ先 

  



様式第１号別紙 

 

国民健康保険特別療養費について 

  

特別な理由がなく、国民健康保険税を１年以上滞納している世帯主と世帯員は、特別療養費

の支給対象になります。（ただし、世帯員のうち１８歳に達する以後の最初の３月３１日まで

の間にある被保険者を除きます。） 

特別療養費の対象となった場合は、医療機関等で通常の保険証が使えません。医療機関等を

受診する際は、白川町が交付する「国民健康保険被保険者（特別療養費対象）資格確認書」を

持参し、窓口で医療費をいったん全額負担することになりますが、支払った医療費は後日申請

により、本来自己負担する部分を除いて払戻しを受けることができます。 

 

【特別療養費の支給除外対象】 

 次の事情等に該当する場合、特別療養費の支給対象から除外されます。同封の「特別の事情

・原爆一般疾病医療等受給者に関する届出兼弁明書」により、必ず届け出てください。 

 

「政令で定める特別の事情」（国民健康保険法施行令第２８条の６）について 

 次の理由により国民健康保険税の納付が困難である場合は、政令で定める特別の事情に該当

します。 

１ 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。 

２ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。 

３ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。 

４ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。 

５ 前各号に類する事由があったこと。 

 

「原爆一般疾病医療費の支給等」について 

原爆一般疾病医療費の支給等 確認できるもの（例） 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律

第１１７号）による一般疾病医療費の支給 

被爆者健康手帳 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の２第

１項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第２０条第２

項の医療に係る療養の給付又は同法第２１条の５の２９第

１項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第２４条の２

０第１項（同法第２４条の２４第２項において適用する場

合を含む。）の障害児医療費の支給 

医療受給者証 

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第１６条第１項第

１号又は第２項第１号の医療費の支給 

健康被害手帳 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号）第５８条第１項の自立

支援医療費、同法第７０条第１項の療養介護医療費又は同

法第７１条第１項の基準該当療養介護医療費の支給 

自立支援医療受給者証（育成

医療・更生医療・精神通院医

療） 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第３０条第１項の規定により費用の負担が

行われる医療に関する給付 

入院措置書 

麻薬及び向精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号）第５

８条の１７第１項の規定により費用の負担が行われる医療

に関する給付 

措置入院書 

母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２０条の養育 養育医療券 



医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成１４年法律

第１９２号）第１６条第１項第１号又は第２０条第１項第

１号の医療費の支給 

救済に関する決定通知書 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）第３７条第１項又は第３７

条の２第１項の規定により費用負担が行われる医療に関す

る給付 

感染症医療費公費負担又は療

養費支給に関する決定通知書 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成１８年法律

第４号）第４条第１項の医療費の支給 

石綿健康被害医療手帳 

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関す

る特別措置法（平成２１年法律第９８号）第４条第１号の

医療費の支給 

健康被害手帳 

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染症給付金等の支給に関する特別

措置法（平成２３年法律第１２６号）第１２条第１項の定

期検査費、同法第１３条第１項の母子感染防止医療費又は

同法第１４条第１項の世帯内感染防止医療費の支給 

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者

定期検査費等受給者証 

難病の患者に対する医療費等に関する法律（平成２６年法

律第５０号）第５条第１項の特定医療費の支給 

特定医療費（指定難病）受給

者証 

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関

する政令（昭和４７年政令第１０８号）第３条又は第４条

の医療費の支給 

診療報酬明細書等 

国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２

９条の２第８項の規定による高額療養費の支給 

特定疾病療養受療証 

上記に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労

働大臣が定める医療に関する給付 

各種手帳 

公費負担医療受給者・白川町単独医療助成制度適用者 各種手帳等 

 

 

 

  



様式第２号（第５条関係） 

                                   年  月  日 

                                  

白川町長 様 

                   （世帯主） 

                     住所 

                     氏名 

                     電話番号 

                   （申請者）※世帯主と異なる場合は記入してください。 

                                           住所 

                      氏名 

                      電話番号 

 

特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書 

 

（該当する項目にレ点を記してください。） 

□ 納付が困難な理由について、政令で定める特別の事情があることを届け出ます。 

□ 原爆一般疾病医療費の支給等を受給していることを届け出ます。 

□ 納付が困難な理由について、弁明します。 

被保険者 証番号  

１ 政令で定める特別の事情 ※事情を確認できる書類を提示してください。 

納付が困難な理由  

 

 

 

 

２ 原爆一般疾病医療費の支給等受給者 ※受給を確認できる書類を提示してください。 

氏名  

住所（世帯主と異なる場合に記入）  

個人番号  

原爆一般疾病医療費の支給等の名称  

原爆一般疾病医療費の支給等の受給者番号  

受給の対象となった年月日 年   月   日  

３ 納付が困難なことの弁明 ※事情を確認できる書類を提示し、指定期日までに提出してください。 

納付が困難な理由  

 

 

 

 
※「特別の事情」及び「原爆一般疾病医療費の支給等」の詳細は、国民健康保険特別療養費について

（様式１の別紙）の「政令で定める特別の事情」及び「原爆一般疾病医療費の支給等」の説明をご覧

ください。 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

                                  年  月  日 

 

（世帯主）       様 

                              白川町長       印 

 

特別療養費の支給に係る事前通知書 

 

 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第５４条の３第１項又は第２項の規定に基づ

き、貴世帯については、次のとおり療養の給付等に代えて、特別療養費を支給することとなり

ますので、同条第３項の規定に基づき、あらかじめお知らせします。 

 

１ 特別療養費の支給対象世帯 

 被保険者番号 

 世帯主氏名 

 住所 

 

２ 特別療養費の支給対象者 

氏名 生年月日 備考 

 年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

 年  月  日  

 

３ 特別療養費の支給開始日 

         年   月   日 

 

＜注意事項＞ 

① 特別療養費の支給対象者は、医療機関等の窓口で医療費を全額支払っていただきます。後

日、申請を行うことで、支払った額から一部負担金相当額を控除した額の給付を受けるこ

とができます。 

②次の事由に該当するに至った場合は、特別療養費の支給を終了し、療養の給付等を行います。 

・滞納をしている保険税を納めたとき 

・災害その他特別の事情が生じたとき 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

の自立支援医療等の公費負担医療を受けることができるに至ったとき 

 

 この決定に不服がある方は、この通知を受け取った日の翌日から起算して３月以内に岐阜県

国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができます。 

 そして、前記の審査請求に係る裁決があり、なお不服があるときは、裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６月以内に白川町を被告として（町長が被告の代表者となります。）処分

の取消しの訴えを提起することができます。 

なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起すること

ができないこととされていますが、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないと

き、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要

があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処

分の取消しの訴えを提起することができます。 



様式第４号（第８条関係） 

                                 年  月  日 

 

（世帯主）       様 

                               白川町長        

 

岐阜県国民健康保険資格確認書返還請求通知書 

 

 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第５４条の３第１項又は第２項の規定に基づ

き、貴世帯については、次のとおり療養の給付等に代えて、特別療養費を支給することとなり

ますので、国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第２７条の５の２第１項

の規定に基づき、国民健康保険の資格確認書を返還してください。 

 なお、同条第３項の規定により、資格確認書に表示された有効期限を経過した場合は、資格

確認書が返還されたものとみなします。 

 

 

１ 返還先 

 

２ 返還期限 

      年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ＜問合せ先＞ 

  



様式第５号（第９条関係） 

                                   年  月  日 

 

（世帯主）       様 

                              白川町長       印 

 

療養の給付等に係る事前通知書 

 

 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第５４条の３第４項の規定に基づき、貴世帯

については、次のとおり被保険者に療養の給付等を行うこととなりますので、同条第５項の規

定に基づき、あらかじめお知らせします。 

 

１ 療養の給付等を行う対象世帯 

  

 被保険者番号 

 世帯主氏名 

 住所 

 

２ 療養の給付等を行う対象者 

氏名 生年月日 備考 

   

   

   

   

   

 

３ 療養の給付を開始する日 

    年  月  日 

 

＜注意事項＞ 

・療養の給付等を行う対象者は、医療機関等の窓口で自己負担割合相当分（３割又は２割）を

支払っていただきます。 

・新たに、資格情報のお知らせ又は資格確認書の交付を希望する場合は、別途申請が必要とな

ります。 

 

 

 

                            ＜問合せ先＞ 

 

  



様式第６号（第１０条関係） 

                                  年  月  日 

 

（世帯主）       様 

                              白川町長       印 

 

国民健康保険給付差止通知書 

 

 あなたが滞納している国民健康保険税について、自主的に納付されるよう何度となくお願い

してきましたが、未だに納付されていません。 

 よって、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第６３条の２第１項又は第２項の規

定により、    年  月  日に申請のありました国民健康保険給付の支払いについて、

その全部・一部を差止めます。なお、政令で定める特別の事情等があって、国民健康保険税を

納めることが困難な場合は、同封の届書に記入のうえ、来庁して提出してください。 

 

１ 差止めにかかる保険給付 

保険給付費 給付決定額 給付差止額 備考 

    

    

    

 

２ 滞納保険税額 

 

 

 

 

 この決定に不服のある方は、この通知を受け取った日の翌日から起算して３月以内に岐阜県

国民健康保険審査会（県庁内）に対して審査請求をすることができます。 

 そして、前記の審査請求に係る裁決があり、なお不服があるときは、裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６月以内に白川町を被告として（町長が被告の代表者となります。）処分

の取消しの訴えを提起することができます。 

 なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起するこ

とができないこととされていますが、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がない

とき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、再稀有を経ないでも

処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

 

 

 

  



様式第７号（第１１条関係） 

                                  年  月  日 

 

（世帯主）       様 

                              白川町長       印 

 

国民健康保険給付差止解除通知書 

 

 先に通知しました国民健康保険給付の差止めについて、解除しましたので通知します。 

 

１ 差止めを解除する保険給付 

保険給付名 給付決定額 給付差止解除額 備考 

    

    

    

 

２ 解除理由 

 

 ・滞納している保険税が完納又は著しく減額したため 

   ・納付額             円 

   ・納付年月日     年  月  日 

 

 ・政令で定める特別の事由が発生したため 

 

 ・その他 

 

 

  



様式第８号（第１２条関係） 

                                  年  月  日 

 

            様 

                             白川町長        印 

 

国民健康保険給付充当通知書 

 

 あなたが滞納している国民健康保険税について、自主的に納付されるよう何度となくお願い

してきましたが、未だに納付されていません。 

 そこで、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第６３条の２第３項の規定により、 

    年  月  日に差止めした国民健康保険給付額から滞納している国民健康保険税に

次のとおり控除して充当します。 

 

１ 差止めにかかる保険給付と滞納保険税へ控除・充当する額 

保険給付名 給付決定額 給付差止額 滞納保険税への控除・充当額 

    

    

    

 

２ 滞納保険税額             円 

 

 

 この決定に不服のある方は、この通知を受け取った日の翌日から起算して３月以内に岐阜県

国民健康保険審査会（県庁内）に対して審査請求をすることができます。 

 そして、前記の審査請求に係る裁決があり、なお不服があるときは、裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６月以内に白川町を被告として（町長が被告の代表者となります。）処分

の取消しの訴えを提起することができます。 

 なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起するこ

とができないこととされていますが、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がない

とき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が

あるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないで処分の

取消しの訴えを提起することができます。 

 

 


